
内閣府 地方分権改革推進室

実践的アドバイス
～提案募集の実務と提案作成のポイント～
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＜実践的アドバイス＞提案募集の実務
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提案募集方式を活用するにあたり、
・提案団体による作業
・提案団体と内閣府のやり取り
が発生する主な時期と内容は次のとおり。

２月２日～３月27日 ①事前相談

２月２日～４月21日 ②本提案の提出（首長決裁が必要）
※事前相談を行わずに提出することも可能ですが、提案内容の充実のため事前相談をお願いします。

６月中旬～７月中旬 ③関係府省庁からの第１次回答に対する提案団体の見解を提出

※ 時期は「令和８年 地方分権改革に関する提案募集要項」に基づいた令和８年のスケジュールとなっております。
※ 要項の内容は、例年１月下旬～２月上旬に開催される地方分権改革有識者会議・提案募集検討専門部会合同会議におい
て審議の上、決定されます。

※ 上記以外にも、必要に応じて支障事例の深掘りや勉強のため内閣府からご連絡を差し上げる場合がございます。
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案
団
体

２月 ３月 ４月

事前相談の連絡

制度所管部署等に相談して
も解決が難しい案件につい
て内閣府にメール・電話に
より連絡

※ 事前相談段階では首長の了解は不
要

※ 分権担当課からではなく事業担当
課からでも可

簡
易
相
談
は
、
年
間
を
通
じ
て

受
け
付
け
て
い
ま
す
。

事前相談の受付
事前相談の内容を確認
【内閣府の主な着眼点】

① 提案募集の対象であるか
② 支障事例や法令根拠の具
体性

③ 制度改正の必要性や効果
④ 制度所管部署等とのこれ
までの調整状況

⑤ 過去の提案における取扱
いとその後の状況変化

共同提案の検討

団体間で方向性等の調
整を行い、提案の提出
時に共同提案とするこ
とで、支障事例の解決
に結びつける

助言を踏まえた
記載内容の改善

内閣府とやり取りを重ね
ながら、事実関係やデー
タ、支障事例や論点を補
強し、提案段階まで内容
を改善・充実させる
※支障の具体的なデータ
（労力、費用、件数等）
があればより説得力のあ
る提案となる）

内閣府に頂いた
事前相談の情報共有

内閣府に提出された事前
相談を一斉通知・調査シ
ステムを用いて、地方公
共団体に情報提供し、共
同提案の意向を募る

提案団体に対する助言

各府省や団体との調整経
験を踏まえ、提案の支障
事例・論点を明確化し、
説得力を高めるための
データや記載の方向性に
ついて提案団体に助言

提案の提出

● 首長の了解を得て、
提案様式に記載し、内
閣府に提出
● 提案にあたっては、
同様の課題認識を有す
る他の地方公共団体等
との「共同提案」が可
能

提
案
の
受
付

期間(目安)

提案団体が地方分権改革に関する提案を行う前に、内閣府に事前相談を可能な限り行ってください。
事 前 相 談 提案の提出

提案までの流れ（役割分担）※令和８年予定
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事前相談をする前に、支障事例や
データを全て揃えていただく必要は
ありません
困りごと・解決の方向性が明確であ
れば、必要な情報は内閣府と相談し
ながら集めていくことができます

近隣自治体等と共同提案する
ことで、支障事例やデータが
集まりやすくなり、提案実現
の可能性が高まります。 内閣府とのやり取りを経て、

●提案の対象とならないと、半ば
あきらめていたもの
●支障事例が具体化できなかった
もの
が提案に至るケースもあります。



「追加共同提案」になると発生する作業は、必要に応じて、
追加の支障事例や各府省の第１次回答に対する見解を提出
し、提案実現に向けた情報提供が主となります。
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４月 ６月 ７月

● 提案受付後の一定期間、提案募集における
「対象外」以外の提案について、各地方公
共団体へ追加共同提案の意向を照会します。

各府省への検討要請

● 内閣府が各府省に、地方からの提案に対する検討
及び回答を要請します。

● 重点事項は、最近の時宜にかなったテーマや、こ
れまでの地方分権改革の取組を加速・強化するもの、
専門部会での法的な視点からの専門的な調査・審議
に馴染むものなど様々な要素を勘案の上、決定しま
す。
● 重点事項となった提案は、その実現に向け、専門
部会が中心となって提案団体や各府省への聴き取り
等により調整を進めていきます。

提案団体に対する助言

各府省第１次ヒアリング

● 第１次回答を踏まえ、専門部会が地方か
らの提案に対する各府省の考えや検討状況
等を聴き取ります（提案団体も傍聴可）。

専門部会による「主な再検討の視点」の提示

●重点事項について、各府省ヒアリングの結
果や提案団体からの見解等を踏まえ、専門
部会として、各府省に対する指摘事項を提
示します。

期間(目安)

地方から受け付けた提案は、各府省への検討・回答要請を行うとともに、重点事項となった提案については、地方分権改革有
識者会議及び専門部会に諮られ、提案の実現に向けて提案団体や各府省との調整が重ねられます。

提案提出から実現までの流れ①（役割分担）

重点事項

各
府
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回
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）

提
案
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六
団
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意
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答

に
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す
る
見
解
の
回
答

重点事項対象

追加共同提案の意向
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◯ 追加共同提案により、各地方公共団体の実情に基づく
様々な支障事例が集まり、提案の説得力が高まります。
◯ 追加共同提案への参画については、当該団体で提案への
かかわり具合（濃淡をつけた対応）は決定可
例１：様々な支障やデータを提出
例２：同様な支障がある団体として名を連ねる

関係府省庁の予算編成過程での対応を要するもの
については、以後は各府省庁内部での調整となる
ため、1次回答以降の作業は発生しません。

POINT

各府省庁の一次回答では、提案に対して、現行
規定の考え方に沿って後ろ向きな回答が来ること
が多いため、一次回答の内容に落ち込むことなく、
具体的な支障を組入れて反論を整理し、一次回答
に対する見解の回答を行うことが必要です。
そのために調査員も全力でサポートします。
また、支障の解決・解消に向け当初の提案内容

とは別の対応策を各府省側から提示されることも
あるため、提案の出口を変更することも可能です。



提
案
団
体

９月 11月

各府省への
再検討要請

● 内閣府が各府省に、
提案団体等からの第
１次回答に対する見
解及び専門部会から
の「主な再検討の視
点」を踏まえた今後
の検討及び回答を各
府省に要請します。

事実確認・意向確認

● 各府省との折衝に
おいて、必要に応じ、
内閣府と提案団体と
の間で、事実確認や
資料提供等のやりと
りを行います。

対応方針（案）の
有識者会議了承

○ 各府省との調整を踏まえ、
「地方からの提案等に関する対
応方針（案）」をまとめます。
○ 法律改正事項については、一
括法等を次期通常国会に提出す
ることを基本とします。
法律改正以外の対応や引き続
き検討を進めるものについては、
各府省の対応状況を適切にフォ
ローアップしていきます。

最終的な調整結果を踏まえ、年末には「地方からの提案等に関する対応方針」が閣議決定され、これを受けて、一括法の制定
その他個別法の改正や政省令改正、通知発出等の取組が各府省において進められます。

提案提出から実現までの流れ②（役割分担）

12月
中下旬

各府省
第２次ヒアリング

● 第２次回答を踏まえ、
専門部会が各府省で
検討している対応方
針等について聴き取
りを行います（提案
団体も傍聴可）。

重点事項対象
各
府
省
第
二
次
回
答
（
公
表
）

地
方
か
ら
の
提
案
等
に
関
す
る

対
応
方
針
の
決
定
（
公
表
）

８月

一括法の制定その他
個別法の改正や政省
令改正、通知発出等

内
閣
府

地
方
分
権
改
革
推
進
室

期間(目安)

提案成果の
活用

対応状況の
フォローアップ

● 政省令の改正、通知
等の対応状況について、
各府省に対し定期的に
調査を行い、有識者会
議に報告し、内閣府HP
において公表します。
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● 重点事項となった案件を中心に、提案実現に向けて更に詳細に
支障となっている事項等をお伺いします。

● ここで内閣府が支障や提案の趣旨を把握し、各府省に伝えるこ
とで、皆さまが抱えている支障の解決につなげることができます。

● お伺いする事項の例
・どのような事務負担がどの程度発生しているか
（約〇分×約〇件の事務処理など）
・各府省や分権室で検討した提案への措置について、それが実現
すれば支障が解決されるか 等
⇒内閣府からの問い合わせ等の質・量については、
・重点事項案件や各府省庁の反応が良くない提案
・各府省庁が当初から前向きな提案
等、提案に対する対応状況により変化します。いずれにしても、
支障やデータをしっかりと示すことが、課題解決の糸口となり
ます。

提案実現に向けた最後の正念場！
調査員も最後までサポートします！



事前相談提出までの流れ

1 2 3 4 5提案募集開始 事前相談様式提出

事
前
相
談
様
式
受
取

支
障
事
例
を
確
認

改
善
策
の
考
案

様
式
に
記
入

一斉通知・調査システムにて

全自治体に送信する他、当室の

ホームページからダウンロード

も可能です

ご不明点があれば分権室へ
お気軽にご連絡ください

国の制度や法令による地域住民
や職員自身のお困りごとについ
て心当たりがないか職場で話し
てみるのが提案につながること
もあるかもしれません。

お困りごとへの改善策をご考案くだ
さい。近隣自治体と一緒に考えてみ
たり、上司や同僚に話してみたりす
ることで、改善策のきっかけを掴め
るかもしれません。

改善したい支障と

考案した改善策を

記入してみましょう

①事前相談

根
拠
法
令
等
の
確
認

支障が生じる原因が法令等の
（法令・通知・要綱要領な
ど）のどの部分にあるのかを
明確にすることで、改善策の
道筋が見えてきます

※提案募集方式データベース
をぜひご活用ください
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簡易相談を行うことで、相談内
容の整理に早く取りかかること
ができ、その結果事前相談を早
期に開始できます。

それにより、年度末の異動等に
よる提案作成の停滞を回避でき
るなどのメリットがあります。

０

提案団体向けに実施している提案募集方式に係る研修の一環で、
提案作成の一連の流れを体験できるグループワークの実施が可能
です。ぜひご活用ください！



提案募集方式データベースの案内

○ 当室ホームページにて、提案の検討を支援するためのデータベースを公開中です。

提案の検討に当たりヒントを得たい、担当分野に関連する過去の提案を確認したい等、目的に応じて利用で

きますので、是非積極的に活用ください。

○ 公開ページURL（https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/database.html）

【エクセル版の使い方】
①フィルター機能を使って、年度別、分野別等での検索が可能です。
②提案毎の調整結果（閣議決定における記載内容）の確認が可能です。
③各提案内容をPDFにまとめた「個票」の確認が可能です。
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https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/database.html
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/database.html
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/database.html


提案募集方式データベースをフルに活用してみよう

提案募集方式データベースの案内
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まずは、気になるキーワードで検索してみよう…

・過去の提案がヒントになって、提案のアイデアが浮かぶ

過去に同様の提案がなされていたかを確認することで…

・根拠法令を探すヒントが見つかる

・関係府省庁の回答から法令・制度等の関係府省庁側のロジックを類推し、提案内容の充実を図れる

・提案作成の前に、過去に同様の提案がなされていることを把握し無駄な作業を避けることができる



様式に記載すべきことが多くある印象を受けるかと思いますが、
まずは埋められる事項のみ埋めていただき、簡易相談及び事前相談
で当室と調整しながら提案の内容を充実化していきましょう！
その際の支障に関する数値（費用、かかる時間、事務に係る人数

等）はおおよその数値で構いません。

①事前相談様式の記入
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※地方分権改革・提案募集方式ハンドブック（令和8年版）より引用

事前相談様式の記入ポイント



②本提案の提出
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事前相談の受付後、当室において記載内容についての確認や提案の対象性の検討
を行い、提案内容の充実に向けた助言をさせていただきます。当室からの助言を踏
まえて本提案を御提出ください。本提案に関する具体的な作業は次のとおりです。

本提案様式の作成

首長決裁

期限までに提出

・事前相談様式と同時に送信している本提案様式に必要事項を記入。
※本提案様式への記載事項は、すでに事前相談で調整した内容となるためご負担と

なる業務は発生しないことがほとんどです。

・本提案に際しては首長の決裁が必要です。お手数ですが、決裁処理をお願いいたします。

・本提案様式の提出期限が設けられています。首長決裁次第、速やかにご提出ください。
・提出は一斉通知・調査システムにてお願いいたします。

だからこそ事前相談が重要です！



01 「支障事例」は提案の中で最も重要な要素

提案作成のポイント
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02 根拠法令（課題の原因）を調べよう

提案作成のポイント

調べ方

11

提案募集方式データベース（提案検討支援ツール）を活用して、
参考となる過去の提案を見つけよう
※詳細はＰ６



03 提案の対象であるか確認しよう

提案作成のポイント
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※対象外の事項でも、その手続き（各種補助条件の見直しや手続・書類の簡素化等）に関するものは対
象になりますので、一度、ご相談をお願いします。



地方から派遣されている調査員より
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■ 支障事例が具体的であればあるほど助かった（定量的な根拠があれば助かる）
→ 関係省庁との交渉（有識者からのヒアリング、担当部局間での折衝）で非常に役立つ
Ex）・この事務を処理するのに〇人の職員、約〇時間を要する

・〇〇計画の〇〇の事項を変更するには、県の協議会に諮ったうえで、国から許可
が下りるまでに、約〇か月かかる。すべての手続に約〇か月かかる。

■ 支障として御相談いただく計画や国からの事務連絡等については、インターネットで入手でき
るものについては、分権室調査員側でも、最大限お調べいたします。ただし、インターネットか
ら入手できるものばかりではないため、参考になりそうな資料がございましたら、幅広くご提供
いただけると大変助かります。

■ 重点事項として選定された提案については、有識者によるヒアリングを実施しており、
その際に各省より制度の考え方や対応できない理由について資料が提供されている場合がある。
加えて、計画策定について、一体的策定または共同策定することが可能かどうかについては、
ＨＰに掲載しているのでご活用いただきたい。

調査員に聞ききました！
「地方からの提案を調整するうえで、思ったこと、感じたことは？」

https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kaigi/kaigi-index.html
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/gimuwaku/gimuwaku-index.html


地方から派遣されている調査員より
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■ 過去に提案をしたときに事務量が多くて大変だったので今年は提案できそうにない」というよ
う話を地方公共団体から聞いたことがあります。実際には、案件によって業務量は様々なので、
そこまで提案団体に何かを求めることがない提案（本提案提出後は1次回答への見解をもらう以
外に作業や連絡が殆ど発生しない提案）も多く、過去の経験則で提案を渋られている方がいるの
は、勿体ないと思う。

■ 制度の詳細や具体的な事務の流れ等を実務担当のお立場から丁寧に教えていただき助かった。
■ 他の自治体に状況や意見を伺い、その情報を伝えていただき助かった。意見の補強にもなる。
■ 早めに相談していただけたり、当室からの相談に素早く対応していただけて助かった。
■ 簡易相談を年中受け付けているので、是非お気軽に活用いただきたい。

調査員に聞きました！
「地方からの提案を調整するうえで、思ったこと、感じたことは？」



地方から派遣されている調査員より
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提案募集制度を活用するメリット

みなさまからのご提案、
ご相談をお待ちしており

ます。

■ 提案募集方式とは、国（分権室）が、有識者からのヒアリングを交えて関係省庁と交渉を行

う制度。地方⇒国に直接要望するより、この制度を活用して提案を行った方が、提案実現に向

けた推進力がより付与されると思う。また、同様の支障を感じている他自治体とのつながりが

できる可能性がある。

■ 地方が限られた人材で、より効率よく事務を進めていくための有用なツール（地方へ権

限を委譲・付与して自由な裁量を求めたい場合は規制緩和を求めることができ、事務の効率化

を図りたい場合はその軽減策を提案できる制度）だと思う。今後、地方公共団体がより自由に

活躍するために、積極的に活用いただきたい。



参考資料
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■ 権限移譲または地方に対する規制緩和に当たらない提案とはどのようなものでしょうか。

Q＆A形式で提案の対象性について理解を深めよう！

国が直接執行する事業の運用改善（例: 国から農家への直接の補助金の補助要件の緩和）や、地方公
共団体と私人が同一に取り扱われる規制（官民共通規制）の見直しを求める提案（例：再生可能エネ
ルギー発電設備導入に係る環境アセスメントの期間短縮）など、権限移譲や地方公共団体の事務処理
またはその方法の義務付け・枠付けに関する提案ではないものは対象外となります。

ただし、国が直接執行する事業に関する提案でも地方の関与を強めるものや、官民共通規制の見直
しを求める提案でも合理的な理由で地方公共団体について私人と異なる取扱いを求めるもの等、内容
によって対象となる場合があるので内閣府にご相談ください。

その他のQ&Aについては、地方分権改革・提案募集方式ハンドブック（令和8年版）や募集要項や
でご確認ください。

https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/handbook.html
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/handbook.html
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/handbook.html
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/2026/teianbosyu.html
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■ 税財源に関する提案については、提案募集の対象とならないのでしょうか。

Q＆A形式で提案の対象性について理解を深めよう！

税財源配分や税制改正等の財源措置は、国・地方を通じた税財政制度全体を視野に入れ、専門的に
検討すべき事項であり、税制調査会や、国と地方の協議の場等において議論されているところです。
したがって、地方の多様性を活かして個別の制度改正の提案を検討する提案募集方式にはなじまない
ものと考えられ、基本的に対象外ですが、地方公共団体の税に関する事務手続に関するもの等、権限
移譲または地方に対する規制緩和に該当すると考えられる提案については対象となります。

その他のQ&Aについては、地方分権改革・提案募集方式ハンドブック（令和8年版）や募集要項や
でご確認ください。

https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/handbook.html
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/handbook.html
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/handbook.html
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/2026/teianbosyu.html
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■ 補助金等に関する提案はどのように扱われますか。

Q＆A形式で提案の対象性について理解を深めよう！

提案の募集要項においては、これまでの地方分権における国庫補助負担金を巡る議論等を踏まえ、
補助金等の要綱等による義務付け・枠付けの見直しを求めるもの、具体的には各種補助条件の見直し
を求めるものや手続書類の簡素化を求めるもの等を提案募集方式による検討の対象としています。

一方で、補助率の引上げ、採択基準の引下げ、補助金の廃止による一般財源化等を求める提案は
「権限移譲」・「規制緩和」に当たらないものと考えられ、検討の対象となりません。

また、規制緩和に当たる要素があるものの、予算の増額につながる提案については、地方分権の視
点のみから議論を行うことができないため、内閣府と関係府省との間で調整を行うのではなく、主に
予算編成過程で議論することとされます。

その他のQ&Aについては、地方分権改革・提案募集方式ハンドブック（令和8年版）や募集要項や
でご確認ください。

https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/handbook.html
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/handbook.html
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/handbook.html
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/2026/teianbosyu.html

